
4
障害者施策において、政府は、平成１４年に、１５

年度から２４年度までの１０年間を計画期間とする
「障害者基本計画」（以下「基本計画」という。）
を策定し、併せて、基本計画に基づく諸施策の着
実な推進を図るため、前期５年間に係る現行「重
点施策実施５か年計画」を策定した。
基本計画においては、我が国が目指すべき社会

を障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人
格と個性を尊重し支え合う共生社会とすることを
掲げ、そのための課題、分野別施策の基本的方向
等を規定したところである。
以来、我が国の障害者施策は、基本計画及び現

行「重点施策実施５か年計画」に基づき、共生社
会の実現に向けて着実に推進され、各分野で法制
度の改正等が行われてきたところである。

〈法制度の改正等〉
平成１６年
・障害を理由とする差別の禁止等を内容とする障
害者基本法の改正

・発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促
進等を図るための発達障害者支援法の制定

平成１７年
・精神障害者に対する雇用対策の強化等を行うた
めの障害者の雇用の促進等に関する法律の改正

・障害者が地域で安心して暮らすことができるよ
う、障害福祉サービスを質・量共に充実するこ
と等を目的とした障害者自立支援法の制定

平成１８年
・複数の障害に対応した教育を行うことのできる
特別支援学校の制度化等を行うための学校教育
法等の改正

・教育の機会均等に係る規定に障害者の教育に係
る支援を盛り込んだ教育基本法の改正

・公共交通機関、道路、建築物等の一体的・総合
的なバリアフリー化の促進等を内容とする高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律の制定

〈国連の動向等〉
平成１８年
・国連総会における、障害者の権利及び尊厳を保
護し、及び促進するための包括的かつ総合的な
国際条約である障害者権利条約の採択

平成１９年
・国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
における「びわこミレニアムフレームワーク」
に係る後期５年間の行動指針としての「びわこ
プラスファイブ」の採択
・障害者権利条約の署名

共生社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰
もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会であ
るとともに、障害者が社会の対等な構成員として
人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会
のあらゆる活動に参加、参画し、その一員として
責任を分担する社会である。

本計画においては、現行「重点施策実施５か年
計画」期間において行われた法制度の改正の施行
状況等を踏まえ、自立と共生の理念の下に、共生
社会の実現に真に寄与するようにするため、以下
に重点を置き、施策展開を図ることとするもので
ある。

☆地域での自立生活を基本に、身体障害、知的
障害、精神障害、発達障害等の障害の特性に
応じ、障害者のライフサイクルの全段階を通
じた切れ目のない総合的な利用者本位の支援
を行うこと。
☆障害者の地域における自立や社会参加に係る
障壁を除くため、誰もが快適で利用しやすい
ユニバーサルデザインに配慮した生活環境の
整備等を推進するとともに、IT（情報通信
技術）の活用等により障害者への情報提供の
充実等を図ること。
☆障害者自立支援法の抜本的な見直しの検討を
進め、その結果を踏まえ必要に応じ本計画の
見直しを行うこと。
☆障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進す
るための包括的かつ総合的な国際条約である
障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目
指して必要な国内法令の整備を図ること。

本計画においては、これらを基とし、基本計画
の後期５年間における諸施策の着実な推進を図る
ため、平成２０年度からの５年間に重点的に取り組
むべき課題について、１２０の施策項目並びに５７の
数値目標及びその達成期間等を定めるものであ
る。

重点施策実施５か年計画（後期５か年計画）����
平成１９年１２月２５日
障 害 者 施 策
推 進 本 部 決 定

�
�

�
�

～障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会へのさらなる取組～
（平成２０年度～平成２４年度）
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Ⅰ 重点的に実施する施策及びその達成目標

１ 啓発・広報

○基本方針
障害者が地域において自立して生活し、障

害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人
格と個性を尊重し支え合う共生社会の理念の
普及を図るとともに、障害及び障害者に関す
る国民理解を促進し、併せて、障害者への配
慮等について国民の協力を得るため、幅広い
国民の参加による啓発・広報活動を強力に推
進する。

①啓発・広報活動の推進
○共生社会の理念の普及等
障害者週間の行事の実施等を通じて、共生社

会の理念の普及を図る。
特に、将来を担う若者に対する啓発・広報を

一層推進する。
また、障害のある人が障害のない人と同じよ

うに生活するために必要な配慮・工夫について
国民の理解と協力を得るため、啓発・広報を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○共生社会の周知度
・世代全体

４０．２％〔１９年〕→５０％〔２４年〕
○共生社会の周知度
・若者（２０代）

２６．７％〔１９年〕→５０％〔２４年〕
※直近の実績の数値を矢印の左側に記載している。以
下同じ。

○精神障害、知的障害、発達障害等に係る一層
の理解促進
国民の障害及び障害者に対する理解を引き続

き促進する。とりわけ、国民の理解が遅れてい
るとされる精神障害、知的障害、発達障害等に
ついては、その障害の特性や必要な配慮等に関
し、国民の理解と協力が得られるよう一層の啓
発・広報を推進する。
また、地域社会における障害者への理解を促

進するため、福祉施設、教育機関等と地域住民
等との日常的交流の一層の拡大を図る。

○障害者権利条約及び障害者関連法令の周知
我が国が署名し、今後締結を目指している
「障害者の権利に関する条約」への関心を高め
るため、同条約の国民への周知を図る。
また、国民の障害者に対する理解を促進し、
障害者の人権の確保等を図るため、同条約等に
係る関連法令を含む障害者関連法令の国民への
周知を図る。

○障害者の利活用への配慮等に係る啓発・広報
の充実
障害者が利活用する視覚障害者誘導用ブロッ
ク、補助犬、補装具等に対する理解を促進する
とともに、円滑な利活用に必要な配慮等につい
て周知を図る。
特に、障害者用駐車スペースにおける不適切
な利用を防止するなど、当該駐車スペースを必
要とする障害者等が円滑に利用できるようにす
るため、当該駐車スペース及びいわゆる国際シ
ンボルマークの趣旨の周知や、分かりやすい表
示の普及等を図る。
障害者団体等が作成する各種障害を対象とし
た啓発、周知等のためのマークについて、国民
への情報提供を行い、その周知を図る。

○多様な媒体を活用した啓発・広報の推進
インターネットの活用等、創意工夫のある広
報媒体・広報手段を活用した効率的・効果的な
啓発・広報を推進する。

○関係機関の連携・協力による啓発・広報の推進
企業及び民間団体との連携、マスメディアの
協力による啓発・広報を推進するとともに、人
権擁護、福祉、労働、教育等の各行政分野の連
携による幅広い啓発・広報を推進する。

○「心のバリアフリー」の推進
バリアフリー化の推進に関する取組を表彰
し、その取組を広く普及させること等により、
障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保
することの重要性について国民の理解を深め、
誰もが障害者等に自然に手助けすることのでき
る「心のバリアフリー」を推進する。

②福祉教育等の推進
○相互理解の促進
障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児
童生徒との相互理解を深めるための活動を一層
促進する。
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○障害者を理解するための教育の推進
小・中学校等の特別活動等において、障害者

に対する理解と認識を深めるための指導を推進
する。

③公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進
○行政機関、企業等の職員に対する障害者理解
の一層の促進
行政機関、企業等の職員に対し、障害者への

配慮マニュアルの活用、各種研修の実施等によ
り、障害の特性や必要な配慮等に関し周知を図
り、その一層の理解と協力を促進する。

④ボランティア活動の推進
○ボランティア活動及び企業等の社会貢献活動
の理解促進
児童生徒、地域住民等のボランティア活動へ

の理解を引き続き促進するとともに、企業やそ
の職員等の社会貢献活動の充実を図るため、取
組事例の紹介等により、その一層の理解と協力
を促進する。

２ 生活支援

○基本方針
利用者本位の考え方に立って、個人の多様

なニーズに対応する生活支援体制の整備や
サービス基盤の量的・質的な充実を計画的に
推進し、障害の有無にかかわらず安心して暮
らせる地域社会の実現に向けた体制を確立す
る。
また、ライフサイクルを通じて切れ目のな

い相談支援及び各種サービスの提供を図ると
ともに、成年後見制度の利用促進等による権
利擁護を図り、地域生活を支援するための技
術開発を促進する。

①利用者本位の生活支援体制の整備
○利用者の立場に立ったサービス体系の実現と
事業者の経営基盤の強化
障害者自立支援法の施行状況等を踏まえ、そ

の抜本的な見直しの検討を進めるとともに、利
用者負担の見直しと事業者の経営基盤の強化に
取り組む。

○地域自立支援協議会を中心とした相談支援体
制の充実
ア ライフサイクルを通じた障害福祉サービ
スの利用援助や当事者による相互支援（ピ

アカウンセリング）、権利擁護のために必
要な援助等を提供する体制の充実のため
に、地域自立支援協議会を中心とした障害
者の地域生活を支えるネットワークを構築
する。
イ 国立専門機関等において、地域で生活す
る障害者や支援者が、障害の特性に応じた
支援方法などについて、より高度な専門
的・技術的支援を受けることができる体制
を整備する。

（数値目標・達成期間）
○地域自立支援協議会の設置市町村数

７００市町村〔１９年〕→全市町村〔２４年〕

○乳幼児期における障害児への支援
乳幼児期における障害児への支援について、
障害児施設等による療育や家族への支援を行う
とともに、保育所や幼稚園等においても、他の
子どもとの生活を通して共に成長できるよう対
応することが子どもの発育にとって重要である
ので、障害児を受け入れている保育所や幼稚園
等に対し、専門性を持った障害児施設等から巡
回支援を実施するなど、環境を整備する。

○成年後見制度の利用促進等による権利擁護
パンフレットの作成・配布やホームページに
よる情報提供等により、引き続き、成年後見制
度の利用方法等の一層の周知を図るとともに、
成年後見制度等の利用を支援する。

○矯正施設に入所している障害者等の地域生活
支援の推進
厚生労働行政と法務行政が連携を図り、矯正
施設に入所している障害者等について、相談支
援事業を活用することなどにより、社会復帰に
向けた地域生活支援を推進する。

②地域移行の推進
○障害福祉計画に基づく障害福祉サービス等の
計画的な基盤整備
障害者自立支援法において、障害者が自立し
た日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、施設入所者の地域生活への移行や一般就労
への移行等に関する数値目標を設定するととも
に、その達成に必要な障害福祉サービスや相談
支援サービス等が地域において計画的に提供さ
れるよう、都道府県及び市町村による、障害福
祉計画の作成が義務付けられたところであり、
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同計画の着実な推進を図る。

○精神障害者の退院促進と地域移行の推進
受入条件が整えば退院可能とされる精神障害

者の地域生活への移行を推進する。

（数値目標・達成期間）
○訪問系サービス（注１）の利用時間数
約３７６万時間〔１９年度〕→約５２２万時間〔２３年度〕

○日中活動系サービス（注２）のサービス提供量
約７１３万人日分〔１９年度〕→約８２５万人日分〔２３年度〕

○療養介護事業の利用者数
約０．４万人分〔１９年度〕→約１．０万人分〔２３年度〕
○児童デイサービス事業のサービス提供量
約２６万人日分〔１９年度〕→約３４万人日分〔２３年度〕

○短期入所事業のサービス提供量
約２４万人日分〔１９年度〕→約３５万人日分〔２３年度〕

○共同生活援助事業（グループホーム）、共同
生活介護事業（ケアホーム）の利用者数
約４．５万人〔１９年度〕→約８．０万人〔２３年度〕
○相談支援事業の利用者数
約３万人〔１９年度〕→約５万人〔２３年度〕

○福祉施設入所者数
１４．６万人〔１７年度〕→約１３．５万人〔２３年度〕
○退院可能精神障害者数
４．９万人〔１９年度〕のうち、約３．７万人の減少〔２３年度〕

（注１）居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事
業、重度障害者等包括支援事業
（注２）生活介護事業、自立訓練（機能訓練）事業、自
立訓練（生活訓練）事業、就労移行支援事業、就労継
続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び新体系
サービスに移行していない身体障害者更生施設、身体
障害者療護施設、身体障害者授産施設（通所・入所）、
知的障害者更生施設、知的障害者授産施設（通所・入
所）、精神障害者授産施設（通所・入所）、精神障害者
生活訓練施設、小規模通所授産施設（身体・知的・精
神）、福祉工場（身体・知的・精神）
※「訪問系サービスの利用時間数」から「相談支援事
業の利用者数」までは、各都道府県の障害福祉計画
における１９年度の平均的なサービス見込量（１月当
たり）の合計値である。また、「退院可能精神障害者
数」については、各都道府県の障害福祉計画におけ
る数値を１９年度に集計したものである。

○障害者に対する住宅セーフティネットの構築
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律（住宅セーフティネット法）
の趣旨を踏まえ、公営住宅などの供給や優先入
居の措置等の促進を図る。また、あんしん賃貸
支援事業（民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
を図るために情報提供等を実施する。）と、居
住サポート事業（賃貸契約による一般住宅（公
営住宅及び民間賃貸住宅）への入居を希望して
いるが、入居が困難な障害者等に対し、入居に
必要な調整や支援、家主への相談・助言を行
う。）の連携により、障害者の一般住宅への入
居を進める。

○障害児の居場所の確保
放課後や夏休み等の長期休暇の間の居場所を
確保するための施策を推進する。

○身体障害者補助犬法への理解の促進
身体障害者補助犬法の改正を踏まえ、都道府
県の補助犬に関する苦情相談窓口で対応がなさ
れるよう「相談対応マニュアル」を整備するな
ど、円滑な施行を図るとともに、引き続き、補
助犬への理解の促進及び受入れの円滑化のため
の広報・啓発を推進する。

○発達障害者施策の推進
発達障害者支援法を踏まえ、発達障害者の乳
幼児期から成人期までの一貫した支援を推進す
る観点から、保健・医療・福祉・就労・教育等
の制度横断的な関連施策の推進を図る。
ア 発達障害者には幅広い領域の支援が必要
となっていることを踏まえ、各自治体にお
いてネットワーク作りを効果的に促進する
ためのモデル事例集を平成２１年度までに策
定する。
イ 標準的な支援方法が確立されておらず、
幼児期から成人期まで一貫した支援が十分
ではないことを踏まえ、平成２１年度までに
地域において実施されている支援方法を把
握し、支援マニュアルを策定する。
ウ 発達障害児やその保護者に対応できる技
能を持つ専門家が少ないことを踏まえ、地
域で核となって支援を進める人材を育成す
るための研修を行う。

③スポーツ、文化芸術活動の振興
○スポーツ、文化芸術活動の振興
障害者の社会参加等を促進するため、障害の
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有無にかかわらず、誰もが参加するスポーツ、
文化芸術活動の振興を図るとともに、地域にお
けるスポーツ大会及び文化講座等や全国の障害
者が参加する「全国障害者スポーツ大会」及び
「全国障害者芸術・文化祭」を開催する。

④福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用
化開発に対する支援
ア 高齢者・障害者及び介護者の生活の質の
向上を目的として、生活支援分野、社会活
動支援分野を中心として優れた技術や創意
工夫のある福祉用具の実用化開発を行う民
間企業に対し、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を
通じて研究開発費用の補助を行う。

イ 脳とコンピュータをつなぐブレイン・マ
シン・インターフェイス（BMI：Brain Ma-
chine Interface）技術の開発によって、失
われた身体機能の回復・補完を可能とする
高度な義手・義足等の開発等を戦略的に推
進する。

ウ 視覚障害者、聴覚障害者、認知障害者等
向けの情報支援機器、義肢装具、電動車い
す、福祉車両、介護者を支援するための生
活環境関連機器、ロボット等、先端技術を
活用した福祉用具等の利用支援の観点か
ら、利用者ニーズに関する調査研究、人材
育成を含めた支援技術の確立等を推進する
とともに、補装具費支給事業等を適切に実
施し、また、相談支援体制の確保を図る。
併せて、福祉用具等の安全評価を実施

し、利用者ニーズに合った福祉用具の開発
を推進するため、研究開発・評価の段階で
利用者の参加を促進する。

⑤専門職種の養成・確保
○福祉人材の養成確保
ア 「福祉人材確保指針」を踏まえ、介護職
員のキャリアアップの仕組みを構築するな
ど、福祉人材の養成・確保のための取組を
強化する。

イ サービス管理責任者の養成及び継続的な
研修システムを整備するとともに、リハビ
リテーション関係専門職員等の養成を推進
する。

３ 生活環境

○基本方針
誰もが、快適で生活しやすいユニバーサル
デザインに配慮した生活環境の整備を推進す
る。
このため、障害者等すべての人が安全に安
心して生活し、社会参加できるよう、住宅、
建築物、公共交通機関、歩行空間など生活空
間のバリアフリー化を推進し、自宅から交通
機関、まちなかまで連続したバリアフリー環
境の整備を推進する。
また、防災、防犯対策を推進する。

①住宅、建築物のバリアフリー化の推進
○公共賃貸住宅のバリアフリー化の推進
新設されるすべての公共賃貸住宅について、
バリアフリー化を実施する。

○障害者等の利用に配慮した住宅ストックの形
成の推進
ア 手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差
の解消等がなされた住宅ストックの形成を
推進する。

（数値目標・達成期間）
○高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅のバ
リアフリー化率
・一定のバリアフリー化（注１）

２９％〔１５年度〕→７５％〔２７年度〕
・うち、高度のバリアフリー化（注２）

６．７％〔１５年度〕→２５％〔２７年度〕
（注１）２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に

該当
（注２）２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及び

車いすで通行可能な廊下幅のいずれにも該当

イ 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関ま
で車いす等で通行可能な住宅ストックの形
成を推進する。

（数値目標・達成期間）
○共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車
いす等で通行可能な住宅ストックの比率

１０％〔１５年度〕→２５％〔２７年度〕

○建築物のバリアフリー化の推進
不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が
利用する特別特定建築物（床面積が２，０００平方
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メートル以上のもの）のバリアフリー化を推進
する。

（数値目標・達成期間）
○床面積２，０００㎡以上の特別特定建築物のうち、
バリアフリー化されたものの割合

３７％〔１７年〕→約５０％〔２２年〕

○官庁施設のバリアフリー化の推進
ア 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律（以下「バリアフリー新法」
という。）に基づいて、新営する国のすべ
ての官庁施設を、移動等円滑化誘導基準に
照らし、「すべての施設利用者が、できる
限り、円滑かつ快適に利用できる」施設と
して整備する。

イ バリアフリー新法に基づいて、国の合同
庁舎について、窓口までの経路、高齢者、
障害者等に対応した便所（オストメイト対
応）、駐車スペース等の整備を実施する。

（数値目標・達成期間）
○国の合同庁舎のうち、窓口までの経路、高齢
者、障害者等に対応した便所（オストメイト
対応）、駐車スペース等の整備が行われた施
設の割合
７％〔１９年度〕→５０％〔２４年度〕

ウ 窓口業務を行う官署が入居する国の既存
官庁施設について、手すり、スロープ、視
覚障害者誘導用ブロック、高齢者、障害者
等に対応した便所、自動ドア、エレベー
ター（延床面積１，０００平方メートル以上の
もの）等の改修を実施する。

（数値目標・達成期間）
○窓口業務を行う官署が入居する国の既存官庁
施設のうち、手すり、スロープ、視覚障害者
誘導用ブロック、高齢者、障害者等に対応し
た便所、自動ドア、エレベーター（延床面積
１，０００平方メートル以上のもの）等の改修を
実施した割合

５７％〔１４年度〕→１００％〔２２年度〕

○地方公共団体による公共施設等のバリアフ
リー化の推進
地方公共団体が行う公共施設等のバリアフ

リー化を支援する。

②公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等
の推進
○旅客施設のバリアフリー化の推進
一日当たりの平均利用者数が５，０００人以上で

ある鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミ
ナル及び航空旅客ターミナルに関し、原則すべ
てについて、段差の解消、視覚障害者誘導用ブ
ロックの整備、便所がある場合には高齢者、障
害者等に対応した便所（オストメイト対応）の
設置を推進する。
また、これ以外の鉄軌道駅についても、地域
の実情にかんがみ、利用者数のみならず、高齢
者、障害者等の利用の実態を踏まえて、バリア
フリー化を可能な限り実施する。

（数値目標・達成期間）
○一日当たりの平均利用者数が５，０００人以上で
ある鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ター
ミナル及び航空旅客ターミナルのうち、段差
の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備、
便所がある場合には高齢者、障害者等に対応
した便所（オストメイト対応）の設置が行わ
れた割合

１００％〔２２年〕

○車両等のバリアフリー化の推進
ア バリアフリー化された鉄軌道車両の導入
を推進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された鉄軌道車両の導入割合

２０％〔１８年度〕→約５０％〔２２年〕

イ 低床化されたバス車両の導入を推進す
る。

（数値目標・達成期間）
○低床化されたバス車両の導入割合

３３．１％〔１８年度〕→１００％〔２７年〕

ウ ノンステップバスの導入を推進する。

（数値目標・達成期間）
○ノンステップバスの導入割合

１７．７％〔１８年度〕→約３０％〔２２年〕
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エ バリアフリー化された旅客船の導入を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された旅客船の導入割合

１１．５％〔１８年度〕→約５０％〔２２年〕

オ バリアフリー化された航空機の導入を推
進する。

（数値目標・達成期間）
○バリアフリー化された航空機の導入割合

５４．４％〔１８年度〕→約６５％〔２２年〕

カ 福祉タクシーの導入を推進する。

（数値目標・達成期間）
○福祉タクシーの導入台数

９，６５１台〔１８年度〕→約１８，０００台〔２２年〕

○都市公園のバリアフリー化の推進
都市公園における園路及び広場、駐車場、便

所等を始めとした公園施設のバリアフリー化を
推進する。

（数値目標・達成期間）
○園路及び広場の設置された都市公園のうち、
園路及び広場がバリアフリー化されたものの
割合

約４０％〔１８年度〕→約４５％〔２２年〕
○駐車場の設置された都市公園のうち、駐車場
がバリアフリー化されたものの割合
約３０％〔１８年度〕→約３５％〔２２年〕

○便所の設置された都市公園のうち、便所がバ
リアフリー化されたものの割合
約２５％〔１８年度〕→約３０％〔２２年〕

○路外駐車場のバリアフリー化の推進
特定路外駐車場（自動車の駐車の用に供する

部分の面積が５００平方メートル以上であり、か
つ、その利用について駐車料金を徴収する路外
駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施
設であるもの、建築物であるもの、建築物に付
随しているものを除いたもの）のバリアフリー
化を推進する。

（数値目標・達成期間）
○特定路外駐車場のうち、バリアフリー化され
たものの割合

２８％〔１８年度〕→約４０％〔２２年〕

○歩行空間のバリアフリー化の推進
原則として、バリアフリー新法に基づく重点
整備地区内の主要な生活関連経路を構成するす
べての道路について、バリアフリー化を実施す
る。

（数値目標・達成期間）
○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成
する道路のうち、バリアフリー化されたもの
の割合

４４％〔１８年度〕→１００％〔２２年〕

○高速道路等のサービスエリア等のバリアフ
リー化の推進
今後整備する高速道路等のサービスエリア及
びパーキングエリア並びに主要な幹線道路の道
の駅については、高齢者、障害者等に対応した
便所、駐車スペースの整備を推進する。

○河川利用の拠点施設のバリアフリー化の推進
直轄河川において新設される水辺プラザ等の
河川利用の拠点において、手すり・緩傾斜ス
ロープ等の設置、堤防・護岸の緩傾斜化等を実
施する。

○港湾緑地のバリアフリー化の推進
人の利用に供するすべての新設港湾緑地にお
いて、手すり、スロープ、休憩施設、高齢者、
障害者等に対応した便所、駐車スペース等を整
備する。

○国立公園のバリアフリー化の推進
国立公園の主要な利用拠点において、直轄で
整備する施設のバリアフリー化を推進する。

○森林総合利用施設のバリアフリー化の推進
バリアフリーに配慮した森林総合利用施設の
整備を推進する。

○ソフト施策の推進
ア 身体的状況、年齢、言語等を問わず、
「いつでも、どこでも、だれでも」移動等
に関する情報を入手することを可能にする
自律支援施策を推進する。
イ バリアフリー情報提供システム「らくら
くおでかけネット」等を通じてバリアフ
リー情報の統一的な提供を促進するととも
に、バリアフリー教室の実施等により、国
民の「心のバリアフリー」に対する理解の
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浸透に努める。

③安全な交通の確保
○バリアフリー対応型信号機等の整備の促進
原則として、バリアフリー新法に基づく重点

整備地区内の主要な生活関連経路を構成するす
べての道路において、バリアフリー対応型信号
機等を整備する。

（数値目標・達成期間）
○重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成
する道路のうち、バリアフリー対応型信号機
等が整備された割合

１００％〔２２年〕

④運転免許取得希望者等に対する利便の向上
○持ち込み車両等による障害者等に配慮した教
習等の実施
ア 指定自動車教習所に対する持ち込み車両
等を使用した教習の実施等の指導を行う。

イ 持ち込み車両等による技能試験の実施等
を推進する。

ウ 免許申請時等における障害者等のプライ
バシー保護への配慮及び運転適性相談等に
係る態勢の充実を図る。

○聴覚障害者に配慮した免許制度の推進
健聴者と同じ適性試験の合格基準に達しない

聴覚障害者が、ワイドミラー等を条件として普
通自動車免許を取得することができる制度の導
入を推進し、その場合における免許試験・講習
等の態勢の充実を図る。

⑤防災、防犯対策の推進
○防災対策の推進
ア 障害者等災害時要援護者関連施設に係る
きめ細かな治山対策を実施する。

イ 砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対
策事業の実施により、土砂災害のおそれの
ある自力避難の困難な障害者等の災害時要
援護者が２４時間入院・入居している施設を
重点的に保全する。

ウ 行政機関と福祉関係者等による防火指導
等を一層推進する。

エ 緊急通報システムによる消防への緊急通
報体制の一層の充実など障害者に係る火災
予防体制を強化する。

○災害時の支援体制等の整備
ア 自主防災組織による支援体制を整備す
る。
イ 最新の通信技術を踏まえつつ、平成２４年
度までに災害時の住民への情報伝達のあり
方についてまとめる。
ウ 国による市町村モデル計画の策定や全国
キャラバンの展開等を通じ、平成２１年度ま
でを目途に、市町村において要援護者情報
の収集・共有等を円滑に進めるための避難
支援プランの全体計画などが策定されるよ
う促進し、災害時要援護者が安全に避難す
るための支援体制を確立する。

○障害者の消費トラブル等の防止
消費者基本計画（平成１７～２１年度）を踏まえ、
障害者の消費者トラブルの防止に向けて、国民
生活センターから、消費生活相談の現場で把握
された警戒を要すると思われる悪質商法や製品
事故に関する情報を始め防犯・防災情報を含む
見守りに必要な情報を、障害者やその家族、日
ごろから障害者に接している周りの方々へ迅速
に届ける総合的ネットワークを作ることによ
り、地域の見守り力を高める動きを支援する。

○防犯・安全ネットワークの充実
ア FAXによる緊急通報受理（FAX１１０番）、
Eメールによる緊急通報受理（メール１１０
番）の利用状況を勘案しつつ、運用の在り
方を検討する。
イ FAXにより警察署と障害者とが情報交
換を行うFAXネットワーク等、地域にお
ける防犯ネットワークの利用状況を勘案し
つつ、運用の在り方を検討する。

○交番における障害者等の利用に配慮した施策
の推進
交番における障害者等の利用に配慮した施策
を引き続き推進する。

○防犯性能の高い建物部品の普及促進
住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効
果が期待できる建物部品を掲載している「防犯
性能の高い建物部品目録」の公表及び普及を図
る。
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